
中原小学校建替えに関する地域説明会 

第２回説明会 

議 事 録 ※内容につきましては、発言の要旨を記録したものです。 

日 時 令和７年８月 22 日（金）午後６時～７時 30 分 

    令和７年８月 24 日（日）午前 10 時～11 時 30 分 

会 場 三鷹市立中原小学校 体育館 

出席者 保護者及び近隣住民等 73 名 

 

１ 教育部長あいさつ 

教育部長 
現在、三鷹市には 22 校市立小中学校がございますが、その多くが昭

和 40 年代、50年代に建設された建物でございます。この中原小学校に
つきましても、体育館と東校舎が昭和 42年、43年、中央校舎と西校舎
が昭和 50年頃の建築物となっております。学校施設については、劣化
診断調査の結果を踏まえ、大規模改修により可能な限り長寿命化を図る
とともに、劣化状況等により長寿命化に適さないと評価を受けた建物
は、財政面の平準化を図りながら順次建替えに向けた取組を進めること
としております。 

こうした中で中原小学校は、施設の老朽化状況等により、令和 12年
度中の新校舎使用開始に向けて建替事業に取り組んでいるところです。 

学校施設は、子どもたちが１日の大半を過ごす学習の場であるととも
に、災害等非常時には防災拠点としての役割を担うということで、地域
拠点となる大切な施設であると考えています。 

令和６年度には、校長先生、保護者の方、学校関係団体、地域の皆様
で構成する建替検討委員会を開催し、また子どもたち、先生方の意見も
お聞きしながら新しい学校づくりについて検討してまいりました。この
検討の中から、建替えの基本コンセプトを提言書の形でご提出いただい
てきました。 

令和７年度は、基本コンセプトを踏まえまして、基本設計の前提とな
る「基本プラン」を策定し、「基本プラン」をもとに、プロポーザルに
より基本設計事業者を選定し、基本設計に着手していきたいと考えてお
ります。 

６月には「基本プラン」の素案ということで説明会を設けさせていた
だきました。本日は、素案に対して検討委員会や地域の皆様からいただ
いたご意見等を踏まえながら、「基本プラン」の案として、整備の考え
方、施設の配置イメージ等をまとめております。改めてご説明させてい
ただければと思います。 

三鷹市ではコミュニティ・スクールの考え方に基づき、地域とともに
ある学校運営を進めております。中原小学校においても、保護者・地域
の方々のご理解をいただきながら子どもたちの安全・安心で快適な学習
環境の場として、また地域の皆様の活動拠点として、更には災害等の非
常時の防災拠点としてより良い施設になるように検討を進めていきたい
と考えております。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 



２ 中原小学校建替検討委員会あいさつ 

建替検討
委員会 
委員長
（中原小
学校長） 

６月の説明会でもご挨拶をさせていただきましたが、今年度の４月
に市内の第四小学校から移動して参りました。と同時に、建替検討委
員会の委員長を仰せつかりました。よろしくお願いいたします。 

建替検討委員会での経緯につきましては、教育部長、教育部調整担
当部長からご説明があったとおりでございます。 

本校では昨年度から、子どもたちにとっても「すき」な場所、「す
き」が見つかるよう、学習の中で意見を出し合う等の取組を行ってま
いりました。 

今年度も、新校舎に活かせるようなアイデアを考え文章にしたり、
これからの学校に残して欲しい中原小学校の良さを探したりと、１学
期の学習の中で取り組みました。子どもたちが自分たちの学校に愛着
が持てるように考え、工夫して進めました。 

子どもたちの考え方については、今後具体的な設計段階になってか
ら活かされるかと思うところでございます。 

今後も、様々な意見を活かしたより良い学校づくりを目指してまい
ります。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 事業検討経過 

施設・教
育センタ
ー担当課
長 

中原小学校建替事業の概要について 
中原小学校の鉄筋コンクリート造化は、昭和 42年の東校舎が初めに

整備され、以降、昭和 43 年に屋内運動場、昭和 50 年に中央校舎、昭
和 51 年に西校舎と、整備されてきました。 
その後、耐震補強工事や大規模改修工事等により、学校施設として

安全で安心な環境の維持を図ってきましたが、平成 30 年度に学校施設
老朽化対策調査業務を行い、令和４年度には、学校施設の適切な維持
保全や建替えなどを進めるための基本的な考え方や方向性を示す「三
鷹市新都市再生ビジョン」を策定し、中原小学校は、長寿命化に適さ
ない建物として建替を行う施設として位置付けられました。 
 
事業スケジュールの説明 
令和６年度は、建替検討委員会が設置され、建替計画に関する提言

書の提出を受けました。 
今年度、令和７年度は、この提言書を踏まえ、市として施設配置等

を盛り込んだ基本プランを策定します。基本プラン策定に向けて、「素
案」、「案」の段階ごとに建替検討委員会でご意見をいただくととも
に、段階ごとに地域説明会を行い、基本プランを策定します。９月か
ら基本設計の事業者選定を実施し、11 月から基本設計着手を目指しま
す。 
令和８年度は、基本設計完了後、実施設計に着手するとともに、仮

設校舎の賃貸借契約を結び、その中で仮設校舎設計に着手する予定で
す。令和９年度中には、新校舎の建設に着手します。敷地内に建設予
定である仮設校舎の建設、現校舎の一部やプールの解体、新体育館の
建設、現体育館の解体などを経て、新校舎を建設し、現在の予定で
は、令和 12 年度から新校舎を使用することを目指しております。その
後、残工事として、現校舎・仮設校舎の解体、校庭・外構・プールな
どを整備する工事が令和 13 年度まで続く予定です。 
 
鷹南学園三鷹市立中原小学校建替計画に関する提言書の主旨説明 
現在、策定を予定している基本プランに関して、保護者・地域関係



者・学校関係者等からの意見を反映するため、令和６年８月に「中原
小学校建替検討委員会」を設置しました。提言書提出までに、計５回
委員会を開催し、各回テーマを決めて、グループワークを中心に意見
交換を行い、新しい中原小学校をどんな学校にしたいかを議論してい
ただきました。また、中原小学校の児童や教職員にもご意見を頂戴
し、建替えに関する基本コンセプトを策定し、提言書として取りまと
め、令和７年３月に市へ提言書が提出されたものです。 
検討委員会からいただいた基本コンセプトは、『自分の「すき」を見

つけられる場所』です。この基本コンセプトの意図するものは、赤字
で示している通り、自分らしさを見つけること、安心して「すき」を
選択できる場所、大人にとっても「すき」を共有し交流できる場所、
などの思いが込められています。 
基本コンセプト概要としまして、基本コンセプトの土台となる３つ

の空間、３つの空間に備える３つの特性、そして３つの空間を支える
９つの柱を掲げております。これら３つの空間、９つの柱を具体的な
整備方針に落とし込み、市として基本プランを策定していくこととし
ております。 
なお、提言書の全文は、市のホームページでご覧いただけますの

で、後ほどご確認いただけますと幸いです。 

 

４ 鷹南学園三鷹市立中原小学校建替基本プラン（案） について 

教育部調
整担当部
長 
 
施設・教
育センタ
ー担当課
長 
 
地域学校
協働課長 

基本プラン（案）について 
基本プランとは、建替えに当たっての基本方針や施設配置の考え方

を定めたものであり、基本プランに基づき基本設計に着手していくこ
ととなります。 
今回お示しします基本プラン（案）につきましては、５月に取りま

とめた基本プラン（素案）について、６月の地域説明会など、これま
でにいただきましたご意見を反映し、（案）として取りまとめたものと
なります。冊子のページに合わせてご説明してまいります。 
---------------- 

１ 「背景と基本コンセプト」です。 
１－１「計画の背景」から３ページの１－４「コンセプト概念図」

にかけて、中原小学校は老朽化のため建て替えること、建替検討委員
会を設置し、基本コンセプトを受領したこと、提言の中で、『自分の
「すき」を見つけられる場所』という基本コンセプト実現のための土
台となる３つの空間と、それを支える基礎となる９つの柱を整えるこ
とや、この３つの空間が３つの特性を兼ね備えることで、基本コンセ
プトを実現していくことなどを記載しております。 
 
２ 「中原小学校の建替えの方針」です。 
２－１「学校施設整備の基本方針」では、４～５ページにかけて、

市内の公共施設、とりわけ学校施設について、市の維持保全計画であ
る「新都市再生ビジョン」にある記載を掲げています。 
２－２ 「基本コンセプトを実現する基本プランの考え方」では、

２－１「学校施設整備の基本方針」に沿った基本的な考え方を踏ま
え、３つの空間、９つの柱の考え方を、提言書の意見や要望より基本
プランに反映していきます。 
「提言書の意見等に対する、市としての基本プランの考え方」で

は、７～９ページにかけて、提言書にあるご意見を基本プランにどの
ように反映させるかを３つの空間、９つの柱ごとに市の考え方をお示



ししています。 
 
２－３「基本コンセプトを実現する具体的な方向性」では、「２－

１」「２－２」を実現するための各教室、体育館、校庭、プールなどの
整備の方向性について３つの空間ごとに記載しております。 
（１）学びの空間については、子どもたちが学校を利用するに当た

り、学習環境を整え、教育環境の向上を図るための整備について記載
しております。 
普通教室については、原則としてまとまりのある配置とするととも

に、多様な学習形態に対応できる広さや機能性を備えたものとし、オ
ープンスペースに移動式のロッカー等の配置を検討します。 
体育館については、授業に必要な規模で計画するとともに、避難所

として安全安心に利用できる機能的な配置や設備を計画します。避難
所機能としての記載は、（２）生活の空間でも再掲しております。ま
た、スポーツ利用など引き続き地域の方へ開放することから、（３）地
域交流の空間でもお示ししております。 
プールについては、現在の市内の学校での利用状況としまして、各

学年で年１０時間程度の水泳指導の授業を実施しています。学校等の
プール施設については、屋内プールの集約化による共同使用や、民間
施設の活用など、時代に即した検討が考えられる中で、新川中原コミ
ュニティ・センターのプールが故障により利用休止となっている状況
や、校外のプールを利用する場合の児童の安全と移動時間の確保、建
設・維持管理のコスト等を総合的に検討し、「地域開放型」の屋外プー
ルを整備することを基本的な方針とします。 
また、熱中症予防など日よけ等の整備を検討します。 
なお、地域利用の観点については（３）地域交流の空間でお示しし

ます。 
（２）生活の空間については、学校施設全体をバリアフリー化し、

誰もが使いやすい学校づくりを検討します。 
また、避難所としての機能についてもお示しします。 
校舎については、災害時に医療救護所となるため、１階に活動スペ

ースを計画します。 
給食室については、これまでどおり自校方式とし、車両による食材

等の搬入と児童との動線が交差しないような配置を計画します。 
学童保育所・地域子どもクラブについては、学童保育所は学校校舎

内に設置する計画とします。地域子どもクラブとともに、機能転換に
よる教室利用についても検討します。 
（３）地域交流の空間については、子どもたちの多様な学習環境の

創出、地域の方々の交流の場など学校３部制に対応した施設づくり及
び地域開放型のプールについてお示しします。 
 
ここまでのご説明の中で、素案の時点から変更のあった主な箇所を

申し上げます。 
・環境課題を日常的に体感できる学校づくりとして、説明会でのご意
見を反映し、太陽光発電の設置等に関する記載を追加しました。 

・バリアフリートイレについて、各階に設置する計画とすることを追
加しました。 

・児童等の安全確保について、説明会でのご意見を反映し、道路の安
全確保のため、敷地に接する歩道の拡幅などを含めて、検討するこ
とを追加しました。 

・校庭（屋外運動場）については、学びの場として、雨天・降雪後、
早い段階で教育活動を行うことができるなど、利便性が高い全天候
型舗装を検討することを追加しました。 

 



３ 「計画与条件」です。 
３－１「計画敷地」では、中原小学校の土地利用に関する法令上の

位置づけなどをお示ししています。 
３－２「既存建築物の概要」及び３－３「既存施設構成」では、現

中原小学校のスペックや建築年数などをお示ししています。 
３－４「児童数の推移予測と計画学級数」です。令和７年度現在、

児童数は 566 人、学級数は 19 学級となっています。素案の説明では、
昭和 37 年の中原小学校開校時からの推移をお示ししておりましたが、
直近の推移を詳細にお示しするとともに、将来推計については開校予
定の令和 12 年の記載を追加することとしました。素案でお示ししたと
おり、将来的には、１学年２クラスずつの 12 学級に落ち着くと推計し
ております。 
本プランでは、令和 12年の開校時には概ね１学年３クラス程度の児

童推計が見込まれることや、近年の改築校である高山小、東台小、第
三小で、どの学校も改築後一定の児童数増加がみられる傾向があるこ
とから、普通教室については 18 学級とします。 
３－５「既存校舎配置及び周辺状況」です。配置図と、周辺環境の

説明、建築敷地に接道している道路について、写真で説明しておりま
す。 
 
これ以降は変更や記載の追加が大きかった部分ですので、詳細にご

説明します。 
 
３－６「工事中の配慮事項」として、工事中の影響について、説明

会などのご意見を反映し、記載を追加いたしました。 
①仮設校舎については、素案の時点にも記載があったものです。立
地条件から近くに適地を確保することが困難な状況であり、現在
の敷地を有効活用して仮設校舎を敷地内に建設する計画としま
す。 
なお、仮設校舎で過ごす児童の教育環境が、十分確保できるよう
に配慮します。 

②校庭及びプールについては、工事期間中、近隣の学校や公共施設
等を利用できるよう検討するとともに、校庭の代替として校舎の
屋上を活用するなど、子どもたちの運動・遊びの場の確保に努め
ます。 

③体育館につきましては、工事手法や工程等を工夫し、既存体育館
と新体育館を切れ目なく利用できるよう計画いたします。 

④既存校舎の解体に当たっては、東校舎の一部に吹付アスベストが
含有しているため、解体時には適切に除去工事を行い、その他解
体した建築物の資材についても、分別やリサイクルを行い、建設
廃棄物の適正な処理に努めます。 

 
４ 施設概要及び配置計画です。 
４－１「必要諸室の構成及び規模」に、建物計画について記載を追

加しました。各室の大きさや室数を既存校舎との比較表によりお示し
します。 
なお、校舎の普通教室１部屋分の大きさを１コマと表現し、１コマ

当たりの面積を 66 ㎡と設定しました。これは、新ＪＩＳ規格という現
在の机より一回り大きい机の配置に対応できる面積です。 
既存校舎と比べ、１コマ当たりの面積、室数、合計コマ数、コマ数

で表せない共用部（全体面積の 38％確保）など、すべての項目で、現
行校舎より一回り大きいゆとりある新校舎を計画いたしました。 
４－２「校舎配置案の比較検討」です。南側配置案を中原小学校建

替えにおける基本方針とするに当たり、４－４「周辺環境への配慮」



という記載を追加いたしました。 
また、基本プランの位置付けとして、基本設計を行うための施設の

概ねの配置を定めたものであり、基本設計を進めるプロセスにおいて
具体的な施設配置や高さを決定していくことや、基本設計の事業者を
選定するに当たり、選定プロポーザルでは、「近隣への配慮」を評価項
目とすることとし、事業者からの提案も踏まえて、施設プランの検討
を進めていくことを記載しました。 
敷地や周辺状況の条件を考慮した校舎配置案として、北側配置案、

南側配置案、東側配置案の３案の比較検討について、そのメリット・
デメリットを素案の説明会でご説明し、これまでの間、様々なご意見
を頂戴してきたところでございますが、「各案の評価結果」に記載のと
おり、市としては「南側配置案」が、総合的に評価が高く、引き続き
「南側配置案」を中原小学校建替えにおける基本方針としておりま
す。 
この間、隣接してお住いの皆様や、南側配置案にご意見がある皆様

から直接頂きました、ご懸念点やご要望についても、可能な限り設計
時に検討させていただくことを、個別訪問等を重ねご説明させていた
だいてきたところでございます。 
皆様のご意見等をもとに、校舎南側配置案に関する配慮として、敷

地周辺に植樹帯等の設置や敷地境界からの離隔距離をとるなど、近隣
住宅へ十分配慮した計画を検討します。 
建物形状についても、日影などの住環境や、校舎・体育館の２階以

上をセットバックするなど、近隣へ配慮した計画を検討します。 
図表４－１「各配置案の評価比較表」には、概算全体事業費を記載

しました。概算となりますが、北側配置案で約 95～100 億円、南側配
置案で、約 70～75 億円、東側配置案で約 90～95 億円と試算している
ところでございます。その他、新規追加箇所として、校地や校舎への
出入り口の表記、自然採光の西日についての記載、解体工事中の教育
環境への影響などの記載を追加しております。 
４－５「南側配置案の建替え手順と工程」という記載を追加いたし

ました。仮設校舎、新体育館、新校舎の位置や規模、建築や解体して
いく順番をお示ししています。このステップについては、現段階での
検討となっておりますので、基本設計で決定した配置案を基に建替を
進めていくこととなります。 
４－６「南側配置におけるゾーニング計画」という記載も新たに追

加しました。新校舎の平面計画について、校舎・体育館の位置関係、
各階に配置する諸室など、現在検討している概ねの配置をゾーニング
でお示ししております。 
校舎１階には職員室などの管理諸室や、地域にも開放する特別教室

を配置します。２階、３階は、普通教室やオープンスペースを配置す
るとともに、学童保育所・地域子どもクラブを西側に配置し、地域の
方々の利用動線を校舎内の東西で分けるようなイメージで配置しま
す。体育館は２階建てで校舎の北西側に、プールは地面に平置きで校
舎の東側に、校庭は北側に配置するよう検討しております。 
なお、ゾーニング計画については、現段階でのイメージであり、今

後、基本設計を進めるプロセスにおいて決定していくものです。 
 
最後に、参考資料として説明会でご意見のあった南側配置案以外の

工程を参考にお示ししています。 
以上、ご説明を省略させていただいた記載については、後ほどご確

認いただけますと幸いです。 
 
本説明会後には、基本プランを確定していくこととなりますが、こ

の基本プランに基づく基本設計業務の中でも、引き続き皆様のご意見



を頂戴していくとともに、説明会などを開催し、ご意見を設計に反映
できるところは反映していきたいと考えております。 
児童、保護者、地域の方々など、皆様にとって、新しい中原小学校

が、地域の拠点となり、誰からも愛される施設となるよう、引き続き
検討を重ねてまいります。ご理解ご協力をいただけますようお願い申
し上げます。 
 
地域交流空間について 
まず、学校３部制について、基本プラン内に説明を記載しておりま

す。学校施設については地域をつなぐ拠点であり、地域の共有地であ
るコモンズと位置付け、三鷹市の推進するスクール・コミュニティの
発展を目指します。 
具体的には、学校教育の場である第１部としてだけではなく、放課

後を中心とした子どもたちの遊び場、学び場である第２部、生涯学
習、スポーツ、コミュニティ活動など地域の多様な活動の場である第
３部として、学校施設を活用していきます。 
新しい中原小学校は、学校３部制に対応した施設となるよう検討を

重ねているところでございます。 
 
・特別教室については、現在の学校施設の地域開放を発展させ、平日
の昼間の時間帯を含め、学校の授業で使っていない時間帯に地域開
放できるよう、施設配置や動線、施設管理の仕組み、具体的には、
学校側と地域利用側の動線分けや、デジタルを活用したセキュリテ
ィ対策なども検討します。 

・体育館については、素案からの変更点として、建替検討委員会のご
意見を反映し、地域コンサート等の利用を想定し、ステージの大き
さやギャラリーの設置など、活用しやすい施設計画を検討すること
を追加しました。 

・地域交流スペースの設置については、保護者や地域の方が利用でき
る交流スペースの設置を検討します。ＣＳ委員、ＰＴＡ，学校支援
ボランティアなどの方々の滞在場所としての利用も想定しておりま
す。 

・プールについては、敷地計画、配置場所の条件、学校や地域のこれ
までの利用状況、建設・維持コスト等について総合的に検討すると
ともに、地域開放型のプールに関する新川中原住民協議会からの提
案や、新川中原コミュニティ・センターのプールが故障により利用
休止となっている施設状況を踏まえ「地域開放型」の屋外プールを
整備することを、基本的な方針とします。 
また、屋外とするため、日よけなどの熱中症対策を考慮すること、
地域開放型とするため、児童と地域の方との動線や水深(すいしん)
の配慮や、独立した更衣室・ロッカー・トイレなどの整備について
検討します。 

・校庭については、説明会でのご意見を反映し、子どもたちや地域の
方々の憩いの場として、ビオトープなどの設置を検討することや、
こいのぼりの設置など地域イベントが継続できるような施設計画を
検討することを追加いたしました。 

 

 

 

 



５ 意見交換、質疑 

１）令和７年８月 22 日（金） 
 

質疑 応答 

1 

校歌・学園歌の違いは何か？ 

三鷹市はコミュニティ・スクールを基盤とし
た小 ・中一貫教育校として、中学校学区域を
主な基盤とした学園制を取っています。中原
小学校は、この中で、鷹南学園を構成する学
校として運営されています。 
平成 18 年度から、順次、市内７学園が開園
されていくなかで、各学園の学園歌や校章が
できていきました。中原小学校も、校歌とは
別に、学園開園の中で学園歌が定められまし
た。 

建替えの予算が示されているが、
市内全 22 校の建替えを随時行う
に当たり、市として財源は確保さ
れているのか。 

学校施設の整備に当たっては、長寿命化、大
規模改修も並行して進めています。 
過去の診断結果において長寿命化に適さな
い建物については、財政面の平準化を図りな
がら順次建替えに向けた取組を進めるなど、
効率的な施設整備を計画的に進めていきま
す。 

2 校庭の利用、全天候型舗装とはど
ういったものか。 

人工芝やゴムチップなど、現在のクレー （土）
ではない塗装をすることによって、雨天等の
影響を抑える想定です。 

屋外プール整備はそもそも必要
なのか。 
集約化、開放型とは何か。 
なぜ各学年 10 コマ分の授業のた
めだけに中原小にプールを作ら
ねばならないのか。 

プールについては、屋内施設の整備など様々
なご意見をいただきましたが、コストや用途
地域の制約などを含め課題が多い状況です。 
一方、他校 21 校は全校にプールが設置され
ている中で、教育機会の平準化を図るために
も、今回は、中原小学校にプールを作るとい
う考え方をお示ししました。 
集約化とは、複数の学校 ・公共施設のプール
を１つにまとめること、地域開放型は、学校
施設の一部機能を地域の方にもご利用いた
だけるよう整備することを指しております。 
他自治体では、複数校の集約化や民間利用な
どを活用して学校ごとにはプールを整備し
ない例も出てきており、三鷹市も検討を進め
ているところですが、先に述べた課題等もあ
り、中原小学校以外では、地域の状況に応じ
て、別途検討が必要と考えています。 
プールは、維持管理やコスト、子どもたちの
安全確保も課題ですが、新川中原地域におい
ては、コミュニティ・センターのプールが令
和２年度から故障のため休止している状況
もあり、住民協議会様からご提案もいただい
たことから、地域の方にもご利用いただける
地域開放型の屋外プールを基本方針といた
しました。 



コミュニティ・センターのプール
は建替え後に廃止されるという
ことか。 

現在は故障により利用休止していますが、平
成元年から令和元年にかけて利用者は 1/8
程度まで減少していました。公共施設の維持
管理コスト高騰も著しく、集約化も求められ
ている中で、住民協議会様とも協議を行い、
中原小学校にプールが作られ、地域住民の利
用も可能であれば、コミュニティ・センター
のプールを廃止し、より多世代が利用できる
施設への機能転換も考えられるのではない
か、という意見をいただいた状況です。廃止・
継続共に確定ではありません。 
コミュニティ・センターも、多世代のコミュ
ニティ創生の場として多様な役割を求めら
れています。その中で、プールを持つことが
最適なのかについても、中原小学校の様子を
注視しながら住民協議会様と市による検討
委員会で検討しております。 

３ 
南側案について、校庭の音の反響
など環境が変わることについて、
隣接住民には話をしたとのこと
だが、実際はイメージができない
のでは。どういった検討をしてい
るのか。 

現在は基本プランとして大まかな施設の配
置や方針をお示しする段階です。いただいた
ご要望はしっかりと受け止め、プールの暑さ
対策や校庭の舗装材質などの詳細について
も、今後可能なものは、設計段階で課題とし
て検討していきます。 
南側配置案について、児童の声や日影の変化
など、環境の影響が懸念されることについて
は市も重く受け止めており、近隣の方にはポ
スティングや事前説明を丁寧に行ったとこ
ろです。 

全天候型の安全な材質について。
ゴムチップなどは熱くなってし
まう。子どもは体が地面に近く輻
射熱等の影響も受けやすいため、
安全性をよく調べていただきた
い。 
体を動かしたいのに制約があっ
て動けないなどの状態がないよ
うにしてほしい。 
プールの暑熱対策に対する提案。
日よけをするとのことだが、子ど
ものプールサイドでのやけどな
どもニュースになっている。どの
程度のものを考えているのか。新
しく建てたもののやはり暑くて
入れないなどの無駄が出ないよ
うに。 

東側は車両の多い道路なので子
どもにとっても保護者としても
不安なので、主要出入り口として
利用するのは懸念がある。 

４ 新しい校舎と道路までの距離は
どのくらい離れるイメージなの
か。 
校舎の高さはどれくらいになる
か。 

あくまで現在の想定ですが、敷地境界からは
10ｍほど離れる見込みです。そのうち、1.5
ｍほどを歩道（歩道状空地）として確保し、
さらに塀などを作る想定です。 
校舎は３階建てを想定しており、最も高くて
も 12ｍを超えない想定です。 



５ 事業スケジュール全体としてど
ういった工程があるのか。 
校舎の具体的な設備等はどの段
階で決まり、周知されていくの
か。 
また、それらが決まっていく過程
や決まった結果はどう周知され
ていくのか。 

大まかな施設や設備などは基本設計で決定
されていきます。 
基本設計事業者のプロポーザル案を軸に、市
民の皆様のご意見を反映しながら、市として
検討を重ね、決定していきます。 
周知については、時期は未定ですが、基本設
計事業者の決定後、説明会の機会を設けるほ
か、随時ホームページや市報でもご報告して
まいります。 

６ 

  

体育館の窓や防音などをどう考
えているのか。 

設計の段階で、近隣の皆様への配慮を含めて
課題として検討していきます。 

体育館と敷地境界、住宅との距離
はどの程度か。 

想定では５ｍ程度と見込んでいます。可能な
限り離隔を取る、植栽など緩衝を考慮するな
ど、近隣住宅への配慮は十分に検討していき
ます。 

体育館倉庫の高さや住宅との距
離はどうなっているか。 

倉庫の高さは住宅の１階程度、４ｍほどを想
定しております。 
離隔については、敷地から倉庫までがおおむ
ね５ｍ程度の想定です。 

７ 
適正な工事実施に向け、どのよう
に検討しているのか。 

市の建築専門職、外部の専門コンサルティン
グ会社と連携しながら進めています。 
設計事業者選定プロポーザルでも、専門事業
者を適切に選定し、具体的な施設配置計画な
どを適正に進めてまいります。 

第三者による監査などが必要な
のでは。 

工事施工に入る段階で、工事監理者を配置す
ることが法的に決まっており、それに沿って
進めていくことで問題ないと考えておりま
す。 

８ 
校舎敷地の南側の方に住んでい
る。 （離隔最小距離が）3.5ｍとな
っているが、５ｍよりも離してい
ただきたい。 

可能な限り設計の中で調整、配慮させていた
だきます。 

（南側配置案には）あくまで反対
である。元の校舎のとおり建てる
のであれば何も言わない。 

今後基本設計の中で配置や離隔を含めて決
定していくこととなります。設計事業者の選
定の際は近隣の住環境への配慮も評価項目
に含めて、十分な配慮が可能となる案の選定
を目指します。 
個別にもお話を伺い、ご要望をいただいたと
ころですが、それらへの対応を含めて、引き
続きしっかり検討していきますので、よろし
くお願いいたします。 

 

 

 

 



２）令和７年８月 24 日（日） 

  質疑 応答 

1 
学校の教育、防災のため、建替えに反対
するものではない。 
基本プラン（案）23 ページ各配置案を
拝見したが、学校中心の評価に感じる。
地域への配慮が欠けているのでは。第
一段階の中でもう少し強く示されるべ
きだったと強く思う。 
住民はここで一生を過ごす。長時間を
我慢して過ごしたくはない。 
住民の意見を反映し、南案ありきでは
なく、よりベストな案を模索していた
だきたい。 

個別にもお話を伺いながら、しっかり
配慮をするよう進めております。 
現在の校舎の課題（学年の分断、西陽、
移動距離等）の解決、工期短縮、財源な
どを総合的に勘案した中で、市として
南側配置案を基本方針としたところで
す。 
基本プランはおおむねの配置であり、
設計段階で正確な配置や高さを決定し
ていく中で、敷地からの離隔、日影など
の影響を踏まえ、住環境への配慮を十
分行ってまいります。 

２ 

南側で確定なのか、今後変更の余地が
あるのか。 

現段階で最も優位性の高い案は南側配
置案です。 
今後事業者からの提案を受けていく中
で、市の検討が及ばないような新しい
提案がないとは断定できませんが、支
援事業者の支援も受けながら検討を重
ねた結果、市が定めた基本方針は南側
配置案であり、この中でいかに近隣住
民の皆様への配慮をかなえられるのか
を考えていきたいと思います。 

３ 
基本プラン（案）25 ページ、ゾーニン
グ案をもとに、各住民が自分の暮らし
を守る提案をしていく必要があると考
えるが、どうか。 

現段階でお示しするゾーニング案は、
あくまでイメージであり、たたき台で
す。 
今後詳細を決定していきますが、設計
段階でもご意見をいただきながら進め
てまいります。 

４ 体育館は２階建てとあるが、広くなる
のか、小さくなるのか。 
設えによっては式典などの開催が難し
いのでは。 

あくまで想定ですが、１階はアリーナ、
２階部分はギャラリー（キャットウォ
ーク）を想定しています。 
アリーナ自体も、現校舎よりも大きく
なる見込みです。 

５ 

地域住民のことを考えているのか。要
望書等も提出したがどんどん議論が進
んでいる。 

近隣住民の皆様への配慮、説明が足り
なかった部分はお詫びを申し上げま
す。 
６月説明会以降、個別にもご訪問させ
ていただきながらご意見、ご懸念点を
伺って丁寧に進めているところです。 
近隣にお住いの皆様にも十分に配慮し
たプランとなるよう配慮して設計に進
んでまいります。 
今後も、ご連絡いただければ個別にお
話しさせていただきます。 

６ ３つの配置案の検討は専門家も入った
ものだったのか。 

専門業者に依頼し、図案を作成しても
らったうえで、市や建替検討委員会で
検討し、最終的には市が決定しました。 



今後基本設計に入るに当たり、南側だ
けではなく、東や北の配置案も業者に
示すのか。 

プロポーザル参考資料として、基本プ
ランをお示しするため、３案検討して
いる状況は伝わると考えております。 
配置の具体案については、市の方針を
軸に、より良い提案があれば検討しま
す。 

太陽光発電の設置場所、設備による照
り返しなど周辺環境への影響につい
て。 

具体的には今後検討していきますが、
新技術を用いた体育館の屋根などへの
設置を検討しております。 
その際も周辺環境への配慮は十分行う
ことといたします。 

７ 

３階建て校舎は、12ｍよりも高くしな
いということでよいか。 

中原小学校の用途地域は第一種低層地
域であり、通常は 10ｍまでの高さ制限
があります。学校用地を事由とした特
殊緩和を図った場合でも、12ｍまでと
なっているため、法律上 12ｍより高く
なることはありません。 
東側配置案の場合は、一部用途地域が
異なるため、４階、５階建ての可能性が
出てきますが、南側配置案では 12ｍ、
３階建てまでとなります。 

８ 

６月の説明会後に提出した嘆願書の回
答はどうなっているのか。 

皆様には個別訪問してお話を伺うな
ど、対話と課題を基本プランへ盛り込
むこと等により回答に代えてきたと捉
えておりますが、文書による回答をご
希望であれば、要望をいただければ、検
討させていただきます。 
今後も丁寧に個別の対応を重ねていき
たいと考えます。 

９ 新しい中原小には自転車置き場は作ら
れるのか。 

基本プラン段階では記載がありません
が、個別のご要望については設計時の
検討課題とさせていただきます。 

ビオトープの設置についてはどうか。 
中原小学校に現在ある池などとも比較
しながら、設計時の課題としてプラン
に記載しております。 

10 

工事中の避難訓練や防災拠点の変更等
があればご教示いただきたい。 

避難所としては体育館を切れ目なく使
用可能であるため、引き続き使用を見
込んでおります。 
避難訓練や一時避難場所として校庭を
使うことは難しくなるため、近隣学校
や公園などの利用を含め、防災当局と
調整中です。 
具体的に広報ができる段階になれば、
改めてお知らせさせていただきます。 



11 

敷地内での建替えは危険だと感じる。
あおやぎ公園等、校舎外に仮設校舎を
作ることはできないのか。 
子どもたちの安全に十分配慮いただく
ようお願いする。 

あおやぎ公園は都市公園であり、様々
な制約があるため、代替地としての使
用は難しい状況です。 
また、東台小学校の建替えの時のよう
に民間の土地をお借りすることについ
ても検討はいたしましたが、課題が多
く、適地を見つけられませんでした。 
検討を進める中で、仮設校舎のサイズ
を最小限にすることで、安全面にも考
慮しながらローリング建築が可能であ
ると判明したため、今回はその方式を
とっております。 
工事中、工事前後の子どもたちの安全
には、しっかりと配慮して計画を進め
てまいります。 

12 

基本プラン 14 ページ、地域開放プール
の利用イメージは。 
地域と子どもたちが使う更衣室は別で
ご用意いただけるのか。 

新川中原コミュニティ・センターのプ
ールが使えないことに対する検討も踏
まえた提案であり、想定としては、集客
力の高い施設というよりは、あくまで
学校のプールの範囲にある設備を整備
し、地域の方が夜間や夏休み等に利用
できるようにするものです。 
昨今セキュリティの問題も大きく、動
線を分ける方向で検討を進めておりま
す。 

13 

基本設計後にこうした説明会などがあ
って意見を反映できる機会はあるの
か。 

時期等は未定ですが、今後も説明会の
開催を含め、ご意見をいただく場を設
けてまいります。 
説明会の場でなくとも、市ホームペー
ジ等から随時ご意見を承っております
ので、なにかございましたらご連絡を
お願いいたします。 

14 

地域に住んでいる人間としてコミセン
をたくさん利用しているが、令和２年
度からプールは使えない状況が続いて
いる。 
各学年 10 時間の授業を確保したうえ
で、近年の猛暑で使えない時間も踏ま
え、どれだけ地域での活用が可能なの
か。夜間の利用も考えていただきたい。 
また、東台小学校は保育園の屋上にプ
ールがあり、そちらも利用に難がある
のでは。 
総合的に考えて、コミセンに地域集約
型の屋内プールを（幼児用を含めて）作
ったほうがいいのではないか。 

（生活環境部） 
令和２年度の大きな故障の改修費用が
億単位と予想され、公共施設の維持も
難しい状況にある中で、プールの利用
者も平成元年から令和元年までで数分
の１程度まで減少しております。 
また、地域コミュニティの担い手が高
齢化し、役割の固定化が進むなどの課
題もあり、令和５～６年には、コミュニ
ティ・センターに人を集めるための機
能転換について示したコミュニティ創
生基本方針とコミュニティ推進計画
2027 を策定しました。 
これらを踏まえて、コミュニティ・セン
ターにプールがあることの必要性につ
いて検討を行ってまいりました。 
地域全体で考えていこうということ
で、新川中原コミュニティ・センターの
プールについても決して行政だけで考



えていこうとはしておらず、住民協議
会様と協力して検討会を４回実施し、
提案書をいただきました。 
その中で、中原小学校に地域開放型プ
ールができるのであればそれも選択肢
の一つであろうという意見をいただい
ております。 
コミュニティ・センターのプールのあ
り方が決定しているわけではありませ
んが、夜間開放、動線隔離、地域利用時
間の確保なども検討会を通してお話を
進めていく想定です。 
（教育委員会） 
民間利用、施設集約などは市でも検討
しており、他の自治体ではそういった
例も出てきています。 
中原小学校においては、コミュニティ・
センターのプール故障により地域の方
をお待たせしていることや、子どもた
ちの安全の確保などその他課題を総合
的に考え、地域開放型の屋外プールを
想定しています。個別の更衣室やロッ
カーの検討についても基本プランに記
載しているところです。 
今後の学校施設、プールのあり方、また
水泳の実技指導の在り方については、
地域の在り方も踏まえて検討していき
ます。 

６今後の予定 

施設・教育
センター担
当課長 

調整担当部
長 

①今回いただいたご意見及び市内部での検討を行い、今後、基本プラ
ンを確定いたします。その後、プロポーザルにより設計事業者を選定
して、今年中に基本設計業務に入る予定です。 

今後の建替え事業に関することも含め、市ホームページから随時ご
意見を承っております。 
②本事業に当たっては、中原小学校関係者を中心とした「中原小学校
建替検討委員会」の皆様にご協力をいただいております。本日ご説明
のあった「提言書」に加え、令和７年度も引き続き地域の代表として
様々な立場からご意見をいただいてまいります。 

検討の内容については、「なかこれ」と題する報告書にまとめ、新
川中原地域の公共施設等で配布しておりますので、機会があればぜひ
ご覧ください。市ホームページからは、バックナンバーを含めご確認
いただけます。 
③皆様のご意見を、中原小学校はもちろん、今後の学校建替え事業に
も活用させていただきますので、アンケートにご協力お願いします。 
 

中原小学校は、子どもたちの安全安心な教育環境であるとともに、
防災拠点、学校３部制の展開など地域の拠点となる施設として、整備
することが重要と考えております。地域の皆様に愛され、公共の財産
としても大きな意味を持つ施設となるよう、多角的な検討を進めてま
いりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 


